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各
地
方
自
治
体
が
自
主
性
を

発
揮
し
、
よ
り
身
近
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
に
進
め

ら
れ
て
き
た
三
位
一
体
改
革
。

そ
の
一
環
と
し
て
、
国
の
所
得

税
か
ら
地
方
の
住
民
税
へ
３
兆

円
の
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

税
源
移
譲
に
伴
い
、
み
な
さ

ん
が
納
め
て
い
る
住
民
税
が
平

成
19
年
度
分
か
ら
大
き
く
変
わ

り
ま
し
た
。

平
成
19
年
か
ら
「
市
・
県
民
税
」
が
増
え
、「
所
得
税
」
が
減
り
ま
し
た

例２　収入 500万円の家族４人世帯
税源移譲前 税源移譲後

市民税 県民税 所得税 市民税 県民税 所得税

給　　　　与 5,000,000 

合計所得　Ａ 3,460,000 

所  得

控  除

社会保険料控除 500,000 500,000 500,000 500,000 

配偶者控除 330,000 380,000 330,000 380,000 

特定扶養控除 450,000 630,000 450,000 630,000 

一般扶養控除 330,000 380,000 330,000 380,000 

基礎控除 330,000 380,000 330,000 380,000 

所得控除計 Ｂ 1,940,000 2,270,000 1,940,000 2,270,000 

課税所得（Ａ－Ｂ）Ｃ 1,520,000 1,190,000 1,520,000 1,190,000 

税率　Ｄ 3 % 2% 10% 6 % 4% 5%

税額（Ｃ×Ｄ）Ｅ 45,600 30,400 119,000 91,200 60,800 59,500 

調整控除　Ｆ ― － － 9,900 6,600 －

定率減税　Ｇ 3,400 2,300 11,900 廃止 廃止 廃止

65歳以上の特例 0 0 0 0 

税額（Ｅ－Ｆ－Ｇ）Ｈ 42,200 28,100 107,100 81,300 54,200 59,500 

均等割額　Ｉ 3,000 1,500 － 3,000 1,500 －

税額合計　Ｈ＋Ｉ 181,900 199,500

税源移譲前と後の税額の差 + 17,600（ 3,400 + 2,300 + 11,900 ）

※税源移譲後の税額合計が増えるのは，定率減税廃止によるものです。
※ 調整控除Ｆ：課税所得が 200 万円以下で人的控除（配偶者控除～基
礎控除）の差の合計額 330,000 円と課税所得 1,520,000 円の小さい
金額の５%となるので、市民税が 330,000 円×３%＝ 9,900 円、県
民税が 330,000 円×２%＝ 6,600 円

例１　年金収入 250万円の老年者（65歳以上）２人世帯
税源移譲前 税源移譲後

市民税 県民税 所得税 市民税 県民税 所得税

年　　　　金 2,500,000

合計所得　Ａ 1,300,000 

所  得

控  除

社会保険料控除 200,000 200,000 200,000 200,000 

配偶者控除 380,000 480,000 380,000 480,000 

特定扶養控除 0 0 0 0 

一般扶養控除 0 0 0 0 

基礎控除 330,000 380,000 330,000 380,000 

所得控除計　Ｂ 910,000 1,060,000 910,000 1,060,000 

課税所得　（Ａ－Ｂ）　Ｃ 390,000 240,000 390,000 240,000 

税率　Ｄ 3 % 2% 10% 6 % 4% 5%

税額　（Ｃ×Ｄ）Ｅ 11,700 7,800 24,000 23,400 15,600 12,000 

調整控除　Ｆ ― － － 4,500 3,000 －

定率減税　Ｇ 900 600 2,400 廃止 廃止 廃止

65歳以上の特例 0 0 0 0 

税額　（Ｅ－Ｆ－Ｇ）　Ｈ 10,800 7,200 21,600 18,900 12,600 12,000 

均等割額　Ｉ 3,000 1,500 － 3,000 1,500 －

税額合計　Ｈ＋Ｉ 44,100 48,000

税源移譲前と後の税額の差 + 3,900 ( 900 + 600 + 2,400 )

※税源移譲後の税額合計が増えるのは，定率減税廃止によるものです。
※ 調整控除Ｆ：課税所得が 200 万円以下で人的控除（配偶者控除～基
礎控除）の差の合計額 150,000 円と課税所得 390,000 円の小さい金
額の５%となるので、市民税が 150,000 円×３%＝ 4,500 円、県民
税が 150,000 円×２%＝ 3,000 円

収入
税源移譲前 税源移譲後

増
住民税 定率減税 所得税 定率減税 納税額 住民税 所得税 納税額

独身者の場合
200 万円 39,000 -2,600 64,000 -6,400 94,000 71,000 32,000 103,000 9,000 

300 万円 69,000 -4,900 124,000 -12,400 175,700 131,000 62,000 193,000 17,300 

400 万円 101,000 -7,300 188,000 -18,800 262,900 195,000 94,000 289,000 26,100 

夫婦＋子供２人の
４人世帯の場合

300 万円 13,500 -700 0 0 12,800 13,500 0 13,500 700 

400 万円 45,500 -3,100 49,000 -4,900 86,500 70,000 24,500 94,500 8,000 

500 万円 80,500 -5,700 119,000 -11,900 181,900 140,000 59,500 199,500 17,600 

600 万円 126,500 -9,200 189,000 -18,900 287,400 221,000 94,500 315,500 28,100 

700 万円 200,500 -14,700 263,000 -26,300 422,500 298,000 165,500 463,500 41,000 

年金受給者
（65歳以上）の夫婦
２人世帯の場合

200 万円 1,800 0 0 0 1,800 3,100 0 3,100 1,300 

250 万円 24,000 -1,500 24,000 -2,400 44,100 36,000 12,000 48,000 3,900 

300 万円 47,000 -3,200 70,000 -7,000 106,800 82,000 35,000 117,000 10,200 

年金受給者
（65歳以上）の
単身世帯の場合

200 万円 7,800 -1,200 27,000 -2,700 30,900 22,700 13,500 36,200 5,300 

250 万円 43,000 -2,900 72,000 -7,200 104,900 79,000 36,000 115,000 10,100 

300 万円 65,500 -4,600 117,000 -11,700 166,200 124,000 58,500 182,500 16,300 

【問い合わせ】　市民税課　☎ 0994-43-2111（内線 3114・3115）各総合支所地域振興課

計算してみると・・・　どのくらいの増税かな?

Information お知らせ版　No.036

国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲

（
三
位
一
体
の
改
革
）

〜
身
近
で
よ
り
よ
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
目
指
し
て
〜

所得税 住民税 所得税 住民税

４段階 移譲前

個々の納税者の個々の納税者の
負担合計額は同じ負担合計額は同じ
個々の納税者の
負担合計額は同じ

＝
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平
成
11
年
度
か
ら
、
景
気
対

策
の
た
め
に
暫
定
的
な
税
負
担

の
軽
減
措
置
と
し
て
導
入
さ
れ

て
い
た
定
率
減
税
が
、
最
近
の

経
済
状
況
を
踏
ま
え
て
廃
止
さ

れ
ま
し
た
。
（
所
得
税
は
平
成

19
年
１
月
分
、
住
民
税
は
平
成

19
年
６
月
分
か
ら
）

○
定
率
減
税
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た

○
住
民
税
の
老
年
者
非
課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、経
過
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す

　

平
成
17
年
１
月
１
日
現
在
、

65
歳
以
上
の
人
（
昭
和
15
年
１

月
２
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
）

で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

１
２
５
万
円
以
下
の
人
は
、
平

成
17
年
度
ま
で
住
民
税
が
非
課

税
で
し
た
が
、
年
齢
に
関
わ
ら

ず
公
平
に
負
担
を
分
か
ち
合
う

と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
措
置

が
平
成
18
年
度
か
ら
廃
止
さ
れ
、

現
役
世
代
と
同
様
の
制
度
が
適

用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
急
激
な
税
負
担
を

緩
和
す
る
た
め
経
過
措
置
が
と

ら
れ
て
い
ま
す
。

合計所得金額 125万円以下の人

非課税

平成17年度
所得税：平成 18年１月分から
　　　　 税額の 10%相当額を

減額（12.5万円を限度）

住民税：平成 18年６月分から
　　　　 税額の7.5%相当額を

減額（２万円を限度）

平成18年

課　税
経過措置として
平成 18年度は税額の 3分の 2を減額
平成 19年度は税額の 3分の 1を減額
平成 20年度以降は、全額負担

※ この経過措置は昭和 15 年１月２日以
前に生まれた人が対象になります。

平成18年度以降

所得税：平成 19年１月分から
　　　　 廃止
住民税：平成 19年６月分から
　　　　 廃止

平成19年以降

※ 税源の移し替えなので、所得税と住民税を合わせた税負担が変わることは基本的に
ありません。

《 税 源 移 譲 以 外 の 主 な 変 更 点 》


